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◇日  時   ４月７日（金）１９：００～２０:００ 

◇場  所   振興会 会議室 

◇出 席 者   小松部長、大久保副部長、望月副部長、小鳥居副部長、渡邊副部長、大木監事、

川嵜代表 

◇審議事項   （１）青年部新役員の選出(委員会・本会理事等)について 

      （２）ＡＭＳ山梨青年部の集いについて 

      （３）新旧合同運営委員会の開催について 

      （４）その他 

 

 

 

 

◇日  時   ４月２１日（金）１９：００～２０:００ 

◇場  所   振興会 大講堂  

◇出 席 者   運営委員 ４８ 名 

◇審議事項   （１）ＡＭＳ山梨青年部の集いについて 

      （２）次年度青年部への引継ぎについて 

      （３）各委員会(広報・技術・交流・経営)活動内容の報告について 

      （４）まとめ 

（５）次年度青年部活動等について 

（６）その他 

 

〓お知らせ〓 

 

 

 

 標記キャンペーン・スローガンの募集につきましては、全国から１３，２８７通の応募があり、

選考委員会を開催して厳正なる審査を行った結果、下記スローガンが令和５年度のキャンペーン・

スローガンとして決定した旨、通知がありましたのでお知らせします。 

 

《スローガン》 

    『「ただいま」の 笑顔のために マイカー点検』 

 

 

 

 

 

 

ＡＭＳ山梨青年部の活動について 

正 副 部 長 会 議  

新 旧 合 同 運 営 委 員 会  

令和５年度マイカー点検キャンペーン・スローガンの決定について 
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 甲府市から、軽自動車税の口座振替を予定する方に対して、継続検査用納税証明書の発行につい

て、下記のとおり通知がありましたのでお知らせします。 

 
軽自動車種別割の口座振替予定者の継続用 
納税証明書発行について（通知） 

 
 このことにつきまして、口座振替により納税を選択されている場合、振替後、金融機関からの収

納確認ができるまでの数日間、証明書が発行できないなど、納税義務者及び事業者の皆様にご不便

をおかけしておりましたが、令和２年度より当該機関に証明書の交付申請があった場合には、前年

度納税証明書の有効期限を延長して交付する措置により対応しております。 
 令和５年度につきましては、証明書発行対応期間（口座振替結果の未判明期間）及び延長後有効

期限は次のとおり対応致します。 

 
１．証明書発行対応期間（口座振替結果の未判明期間） 
 令和５年５月３１日（口座振替日）～令和５年６月２日（振替結果の収納確認可能日） 

２．納税証明書の延長期間後有効期限 
 令和６年６月１５日 

車検・点検案内はがき「お楽しみくじ」４月分当選発表 

事業場 認証 支部 事業場 認証 支部

サトー自動車 1019 甲府西 （株）稲葉工業 63 南巨摩南

（株）キリン自動車 411 甲府南 中富自動車整備工場 682 南巨摩北

（有）塩部モータース 189 甲府北 山田自動車整備工場 856 南巨摩北

東洋モータース(株) 972 甲府北 御坂自動車修理工場 165 東八

（有）カ―サ―ビス五味 1106 甲府北 （有）富士自動車 524 東八

末木モータース 431 峡北 三富自動車工業 782 日下部

大泉自動車整備工場 951 峡北 森山自工 842 塩山

山本自動車整備工場 699 韮崎 塩山車検センター協同組合 987 塩山

ヤザキオート 1151 韮崎 岳麓マツダ自動車（株） 292 岳麓

井上モータース 355 南アルプス南 東信自動車整備工場 314 岳麓

早川自動車整備工場 418 南アルプス南 半田自動車整備工場 942 岳麓

前沢自動車工業(株) 749 南アルプス北 古久屋自動車 1009 大月

清水モータース 858 南アルプス北 （株）カネキ自動車 170 都留

功刀モータース 213 市川 禾生自動車整備工場 341 都留

河野自動車整備工場 963 市川 コマタオートセンター 433 都留

甲府市からのお知らせ 
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３．軽自動車種別割納税証明書（継続車検用）はがきの送付日 

 令和５年６月１２日 
４．その他 
 令和４年度の納税証明書の有効期限を延長する措置でありますことから、令和５年度と令和４年

度の納税義務者がつがう場合は、対応できません。 
 また、証明書発行対応期間に車検を予定している場合で、事前に証明書が必要な場合は、ご要望

により、令和５年度は、５月２２日（口座振替とすることが確定する日）以後であれば証明書の発

行を行います。（土日を除く） 
 

 

 

 

 

 

 

 独立行政法人自動車技術総合機構より「ＯＢＤ検査ポータル」がリリースされ、次のとおりプレスリリースが

行われましたので、お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人自動車技術総合機構における 

「ＯＢＤ検査ポータル」のリリースについて 
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国土交通省では、国土交通省を装ったフィッシングサイトを確認したことから、下記のとおり注

意喚起がありましたのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省を名乗るフィッシングサイトに関する注意喚起 
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令和５年６月１日（木）～６月３０日（金）の１ヶ月間は 

「不正改造車排除強化月間」 
 

「不正改造車を排除する運動」の実施に関する国土交通省の通達がありましたので、お知らせし

ます。令和５年度においても、全国的に不正改造車の排除のための諸活動になお一層強力に取り組

むよう本運動の趣旨・実施事項等を踏まえ、ご協力をお願いします。 

なお、例年、会員の皆様に配布する本運動のポスター及び不正改造排除マニュアルつきましては、

諸般の事情により製作が遅れているため、ＦＡＩＮＥＳに掲載されている不正改造車排除マニュア

ルをご活用下さい。 

 

【目的】 

我が国の自動車保有台数は、令和５年１２月末現在で８千万台を超えており、自動車は国民

生活にとって欠かすことのできない移動・輸送手段となっている。一方、昨年の交通事故によ

る死者数は２，６１０人、負傷者数は約３５．６万人と、依然として多くの方が 事故の被害に

遭われている。 
このような状況にあって、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造を施した自動車は、安

全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要

因となっていることから、社会的にその排除が強く求められている。 
このため、自動車関係団体等の協力を得つつ、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展

開し国民の不正改造排除の意識を高めることにより、車両の安全確保・環境保全を図り、ひい

ては国民の安全・安心の確保を確実に実現する。その際、「自動車点検整備推進運動」など他

の運動等との連携を図っていく。 
【実施事項】 

１．重点排除項目 

(1)タイヤ及びホイール（回転部分）の車体外へのはみ出し 

(2)灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化されてい 

る灯火器（例：側面方向指示器）の取外し 

(3)前面ガラス並びに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付（貼付状態で可 

視光線透過率７０％未満） 

(4)マフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取外せる等の基準不適合マフラーの装着 

(5)大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等 

 

２．基本排除項目 

(1)直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し 

(2)前面ガラスへの装飾板の装着 

(3)土砂等を運搬するダンプ車の荷台にさし枠の取付け及びリアバンパ（突入防止装置）の切断・

取外し 

(4)基準外のウイング（エア・スポイラ）の取付け 

(5)シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け 

(6)不正な二次架装 

令和４年度『不正改造車を排除する運動』について 
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３．地方独自排除項目 

各地方運輸局又は各運輸支局は、上記１及び２の排除項目のほか、地域の事情や要請を考慮

した地域独自の排除項目を設定するよう努めるものとする。 

４．自動車整備事業者における実施事項 

「不正改造車を排除する運動」のポスターを掲示する等により、自動車ユーザーに不正改防 

止を周知し不正改造車の排除に努めるとともに、ＦＡＩＮＥＳに掲載されております「不正改

造車排除マニュアル」等を活用して下記事項を実施して下さい。 

(１) 不正改造車の排除のための啓発等 

     ○適正な整備・改造の推進 

     ○従業員に対する指導等 

(２) 不正改造車の排除のための情報収集等 

     ○不正改造車に関する情報等の提供 

(３) 不正改造車の排除のための取締り等 

     ○自主点検の実施 

 

 

〓研修・講習会〓 

 

 

 

 

標記講習会を下記により開催します。 

ＣＮＧ自動車の燃料装置の点検整備を行うためには、一定の条件を備え運輸支局長の実施するＣ

ＮＧ自動車に関する講習を修了した方を、点検整備責任者に選任する必要があります。特に自動車

検査員で未受講の場合は、ＣＮＧ車の完成検査を行うことができません。 

既にＣＮＧ講習を修了されている方は、受講する必要はありません。 

 

記 

１．受付期間  ７月 ７日（金）まで 

２．講習日時  ７月２８日（金）９：３０～１７：００（受付９：００～） 

３．講習会場  （一社）山梨県自動車整備振興会 （研修センター学科教室、実習場） 

４．対 象 者  （１）整備主任者 

（２）自動車検査員 

（３）整備管理者又は整備管理者に準ずる者 

（４）ＣＮＧ自動車改造施行責任者又はこの者に選任を予定されている者 

（５）その他受講を希望する者 

５．受 講 料  ８,６５０円（テキスト代含む） 

    ※今年度テキスト金額が現在未定の為、価格が変更する場合もあることを 

ご承知おきください。 

 

※受講希望が少ない場合には、他県への受講案内となる場合もありますのでご了承ください。 

 

 

 

圧縮天然ガス（ＣＮＧ）自動車講習会について 


